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はじめに 

  

国は、読書のもつ計り知れない価値を認識し平成１３年に「子供の読書

活動の推進に関する法律」を公布し、施行しました。 

同法は、読書活動が言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を

豊かにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのでき

ない環境整備の推進を目的に施行されたものです。 

また、佐賀県においても平成１６年に「佐賀県子ども読書推進計画」が

策定され子どもの読書活動が推進されているところです。 

 読書は知識や情報を得るためだけでなく、私たちに心のぬくもりや安ら

ぎを与え、豊かな感情・情緒を育むものであり、心の糧となるものです。

さらに、幼年期における読み語りは、子どもの心の発達を促すとともに、

その後の読書活動に大きな影響を与えます。 

 今後の激しい社会の変化の中で生きていくことを考えるとき、子どもた

ちが読書の喜びや楽しさを実感できるような読書環境の整備をはかるた

めに「白石町子ども読書活動推進計画」を策定します。この推進計画では、

平成２７年度から平成３１年度までの５ヵ年間の読書活動推進の方策を

示しています。 

 

 

 

 

 

※1 読み語り  

読み聞かせが一般的表現ですが、子どもに語りかけるという意味で、 

読み語りという表現にします。 

※1 
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第１章 白石町子ども読書活動推進計画策定の基本方針 

 

１ 子ども読書活動の意義 

読み語りや読書は、言葉や言葉のもつ意味を知り、表現力や創造力

を高め、子どもたちに感動や喜びを与えてくれます。感動や喜びは、豊

かな人間性を育み、生きる力となり、子どもたちがその後の豊かな人生

を送るための糧となるものです。 

しかし、子どもたちを取り巻く現状は、学習塾・文化活動・テレビゲ

ーム・インターネットなどの時間が多くなり、子どもたちが読書から遠

ざかる一因になっています。このような状況を少しでも打破するために、

子どもたちが読書の喜びや楽しさを実感できるような読書環境の整備

に取り組みます。この読書活動を推進するためには、家庭、地域、学校、

図書館などが互いに連携して進めることが重要です。 

 

２  読書活動の現状 

今、テレビやビデオ・インターネット等様々な情報メディアの発達・

普及や子どもの生活環境の変化による活字離れが懸念され、学校におい

ては、「朝の読書」「調べ活動」などの取組がなされています。 

また「子どもの読書活動の推進に関する法律」も施行され、国や県に

よる読書活動への支援が行われています。子どもの読書活動を支えるの

は言うまでもなく大人であり、大人が読書に親しんでこそ町民全体の読

書活動の推進の力となるのです。 

ある新聞社の平成２５年の読書に関する全国世論調査によれば、１ヶ

月に本を１冊も「読まない」と回答した人の割合を年齢別にみると、    

７０歳以上（59.6％）で他の年代より高く６割となっています。一方    

２０歳代（40.5％）及び４０歳代（40.7％）では、他の年代より低く、

約４割となっています。過去の調査結果（平成１４、平成２０年度）と
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比較するとすべての年代で平成１４年度調査より「読まない」の割合が

増加していて、ますます国民の本離れは深刻になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本町の図書館においても、５年前と比較すると小学校・中学校とも利用

者は、大幅に減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、平成 25度の学校図書館の 1人当たりの貸出冊数については、 
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平成２５年度では小学校で年間平均 143.1冊、中学校では 29.8冊にな

っており、中学校は小学校の２０％になっています。 

 

  学校図書館での貸出状況学校図書館での貸出状況学校図書館での貸出状況学校図書館での貸出状況       （冊） 

学校名 
貸出総数 一人当たり貸出冊数 

24 年度 25 年度 24 年度 25 年度 

小学校平均小学校平均小学校平均小学校平均    20,57320,57320,57320,573    22,69522,69522,69522,695    128.48128.48128.48128.48    143.07143.07143.07143.07    

中学校平均中学校平均中学校平均中学校平均    17,33817,33817,33817,338    20,25620,25620,25620,256    24.6924.6924.6924.69    29.7929.7929.7929.79    
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（1） 国による取組 

   平成１３年１２月に「子どもの読書活動の推進に関する法律」を 

施行しました。これは、子どもの読書活動に関し「基本理念」を定め、

国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに必要な事項を

定め、総合的かつ計画的に推進し、子どもの健やかな成長に資するこ

とを目的としています。 

この法律に基づき、平成１４年８月に「子どもの読書活動の推進に 

    関する基本的な計画」が策定され、平成２０年３月には第二次基本計 

    画が策定されました。 

また、平成２５年５月には第三次基本計画が策定され、おおむね５ 

    年間の国の施策の新たな方向性として、平成２４年から平成３４年ま 

    での１０年間で不読率を半減させることを目標に策定されました。 

 

（2） 県による取組 

平成１６年７月に「佐賀県子どもの読書活動推進計画」が策定され、 

基本方針と具体的方策が示されました。 

 

３ 白石町子ども読書活動推進計画の基本的な考え方 

  子どもが、生涯にわたる読書習慣を身につけるためには、乳幼児期か

ら本に親しみ、子ども自身が発達段階に応じて読書の楽しさを知ること

ができる環境を社会全体で取り組むことが必要です。 

 

（1） 家庭、地域、学校を通じた子どもの読書活動の推進 

   子どもたちが心豊かに育っていくためには、子どもが自主的に楽し 

  く読書に親しむ習慣を身につけることが重要です。 

   このためには、大人が読書の意義を理解して、読書する姿勢を示す 

   ことで家庭、地域、学校を通じた社会全体での取り組みに広げてい 

くことが求められています。 
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（2） 読書活動推進のための施設、図書館資料等の整備・充実と情報の提供 

   子どもの自主的な読書活動を促進するためには、子どもが身近に本

に接することができる学校図書館、ゆうあい図書館、楽習館、有明公

民館図書室等の施設が果たす役割は大きく、それぞれが機能を十分に

発揮するために、施設、設備や図書資料等の充実が必要です。自館に

ない資料などは、県内図書館の相互貸借システムの活用により、蔵書

不足をカバーするなど、子どものニーズに合わせたサービスの向上が

求められます。また、図書館のホームページや町広報紙等による図書

館資料の情報提供の充実とともに、学校図書館や県立図書館等との連

携により、調べ学習への支援などますます重要になってきます。 

 

（3） 図書館（図書室）、学校、幼稚園、保育園、民間団体、地域等の連携・ 

       協力 

子どもの読書活動を効果的に推進するため、子どもの読書活動に関

わる図書館（図書室）、学校、幼稚園、保育園、公民館等や民間団体

が連携・協力し、読み聞かせなどを行い、読書を推進する体制を整え

て取り組むことが重要です。 

また、地域の中で、子どもに必要な本が身近にあり、おはなし会な

どの楽しむ機会があることが望まれます。それと同時に、地域の大人

が子どもの読書に対して理解を深め、共に楽しむことが大切です。 

 

（4）子どもの読書活動推進のための人材育成および社会的気運の醸成 

子どもの読書活動の普及を図るためには、図書館職員、教職員、学

校司書、保育士、保健師、ボランティアなどこれに関わる人材の育成

が重要です。 

また、町民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深

めるとともに、子どもが読書に対し意欲を高めるよう、あらゆる機会

に普及啓発を図ることが必要です。 
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第２章 読書活動推進のための施策 

 

1 子どもが読書に親しむ機会の提供と充実 

（1） 家庭における読書活動の推進             

①  ブックスタート事業による保護者への啓発（本の世界への導き） 

  絵本の読み語りなどで親子のふれあいが豊かになり、子どもの心の 

  健やかな成長が促進されます。絵本を通して親子の絆とコミュニケ 

  ーションを深めるための子育て支援としてブックスタートを実施 

  します。 

② 家庭における読書活動（本の楽しみ）  

家庭での読書は子どもたちにとって心の栄養です。読み語りは 

      子どもにとってこの上ない喜び、楽しみです。読書は親子のコミュ 

      ニケーションの質を高め、子どもの社会性を育む大切な基礎となり 

      ます。 

③ 「読書の日」（ノーテレビデー）《ノーゲームデー》の推進（本 

に親しむ環境づくり） 

各家庭でテレビを見ない日（ノーテレビデー）《ノーゲームデー》 

      を設け、家族で一緒に本を読んだり、読み語りをしたりするなど、 

      本に親しむ環境づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

※2 ブックスタートブックスタートブックスタートブックスタート        乳幼児が絵本と初めて出会い親子のきずなを深める運動です。 

※2 
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（2） 図書館における読書活動の推進 

① 図書館の資料の充実 

  年齢や男女を問わず、幅広い子どもたちに親しんで利用できる

ようさまざまなジャンルの資料の充実を図ります。 

②   障がいを持つ子どもたちが利用しやすい環境の整備 

  大活字や点字の資料・車いすでも利用できるバリアフリー対応

とし、書棚等のスペースに配慮します。 

③  調べ活動や課題の参考となる資料の充実 

 学校図書館と連携をとり、調べ活動や課題の参考となる資料の 

      充実を図ります。 

④  相互貸借制度の有効活用 

  図書館にない資料で町民の要望のあった資料については、他の 

  図書館から借り受ける相互貸借制度を活用し、町民のニーズに対

応します。 

⑤  お話会やイベント等の充実 

読み語りサークル等と連携し、月２回の図書館でのお話会を行い 

      ます。また工作会などを実施し、図書館利用の機会を増やします。 

⑥  出張お話会の充実 

  読み語りサークル等と連携し、保育園・育児サークル等への読 

  み語りや対面朗読などの読書サービスの向上を図ります。 

⑦ ブックスタート事業の実施 

乳児検診等でのブックスタート事業の充実を図り、読書する喜 

      びを得る手助けをします。 

⑧ 職員の資質の向上 

   職員研修の充実を図り、専門的なサービスの向上を進めます。 
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⑨ 公民館図書室の充実 

     公民館図書室は、蔵書の充実によりサービスの向上を進めます。 

    また、町内図書館・図書室の連携をとり、貸出、返却ができる 

ようにします。 

 

（3） 学校での読書活動の推進  

① 読書習慣の確立 

読書の時間を各学校の教育活動の中に位置づけ、子どもたちが 

    読書習慣を確立できるようにします。 

② 団体貸出等の利用 

ゆうあい図書館や県立図書館と連携をとり、調べ活動用の資料

の団体貸出制度を有効活用します。また、町内の学校図書館をネ

ットワークでつなげることで、相互の貸借も可能とし、資料提供

の充実を図ります。 

③ 学級文庫の充実 

家庭で眠っている本（なるべく新しいもの）の提供を呼びか 

       蔵書の充実とともに、本（読書）への関心を高めます。 

④ 定期的な読み語り会・ブックトーク等の開催を行う。 

       読み語りサークル等と連携をとり、学校での定期的な読み語を

行うとともに、小学生・中学生が保育園等で読み語りや劇などを

して、本の楽しみを共有します。（中学生による小学校での実演） 

⑤ イベントの開催  

図書館まつりの開催や、多読者の表彰を実施し、読書への関心 

を高めます。 
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⑥ 本の情報提供 

   定期的に図書館便りを配布するとともに、目につく場所に本や 

  図書館の情報を掲示します。「家読」を奨励し、家族で読むのに適 

  した本の紹介を行い、読書への啓発を図ります。（おすすめ本リス 

トを作成します。） 

 

（4） 幼稚園、保育園における読書活動の推進  

① 園における、毎日の絵本の読み聞かせの実施により、読書への関

心の基礎をつくります。 

② 園だより等で、絵本やお話会の紹介を行い保護者への読み語りへ

の関心を高めます。 

③ 家庭にねむっている絵本の寄贈をお願いし、園児の身近なところ

へ絵本を設置します。 

④ 保育士の意識の高揚、読み聞かせの技術の向上など読書に関する

研修を充実します。 

 

（5） 地域での読書活動の推進 

  ① 「読書の日」（ノーテレビデー）《ノーゲームデー》の設置を提案

し、各家庭での読書に親しむ日を奨励します。 

  ②  読み語りサークルによる訪問お話会を保育園・育児サークル等で

実施し、読書への関心を高めます。 

  ③  放課後児童クラブへの本の貸出し等を行い、読書活動を推進しま

す。 

 

 

※3 家 読
うちどく

  家で家族で一緒に読書することによって、家族のコミュニケーションを図る

ことができ、家族のきずながさらに強くなることを願っている運動です。 

※3 
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2 読書活動を推進するための連携や支援 

（1） 町民・読み語り団体間などの交流や連携・支援 

①  図書館は読み語りサークルなどのボランティア団体が行う活動

を支援します。 

②   図書館と読書団体の相互交流や連携を深めイべント等を開催し 

ます。 

（2） ボランティアの育成と支援 

 ① 「おはなし会」や読み語りのできるボランティアを育成します。 

② 図書館・公民館図書室で働くボランティアを育成します。 

 

3 「白石町子ども読書活動推進計画」推進のための啓発 

（1）白石町の読書週間を設けます。 

（2）広報紙・図書館だよりなどで、新刊や行事などのＰＲを行います。 

（3）ポスターを作成し、公共機関や書店へ掲示します。 

 

第３章 施策の効果的な推進に向けて 

 

１ 施策の方向 

「白石町子ども読書活動推進計画」を推進するためには、子どもに親し

みのある魅力的な施設と十分な資料、そして、子どもと本をつなぐ人材の

育成が必要です。町全体で取り組む姿勢と、子どもにかかわる施設や団体

の人々が、情報交換を密にし、連携して読書環境の充実に向けて協力して

いきます。 
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資料資料資料資料    
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  ゆうあい図書館蔵書統計（H26 年 3 月末）   

            （冊数）   

  

一
般 

総記 746 

児
童 

総記 125   

        哲学 1,636 哲学 173   

  歴史 2,238 歴史 673   

  社会 3,735 社会 701   

  自然 2,693 自然 1,050   

  技術 3,849 技術 449   

  産業 1,251 産業 271   

  芸術 4,051 芸術 724   

  言語 605 言語 321   

  文学 3,090 文学 5,594   

  小説 4,511 参考 218   

    計 28,405   計 10,299   

  郷土   352 絵本   4,092   

  参考   542 紙芝居   324   

  文庫   1,598 雑誌   3,143   

    計 2,492   計 7,559   

  本合計 48,755   

                

  

Ａ
Ｖ 

ビデオ 353         

  ＣＤ 893         

  ＤＶＤ 585                     

  合計 1,831         

                

  総合計 50,586       
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子どもの読書活動の推進に関する法律子どもの読書活動の推進に関する法律子どもの読書活動の推進に関する法律子どもの読書活動の推進に関する法律    

（平成（平成（平成（平成 13131313 年年年年 12121212 月月月月 12121212 日法律第日法律第日法律第日法律第 154154154154 号）号）号）号）    

    

（目的）  

第第第第１１１１条条条条  この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、

並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読

書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書活動

の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やか

な成長に資することを目的とする。  

（基本理念）  

第第第第２２２２条条条条  子ども（おおむね 18歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活

動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊か

なものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことので

きないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあら

ゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそ

のための環境の整備が推進されなければならない。 

（国の責務） 

第第第第３３３３条条条条  国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、

子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責

務を有する。 

（地方公共団体の責務）  

第第第第４４４４条条条条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、

その地域の実情を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、

及び実施する責務を有する。  
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（事業者の努力）  

第第第第５５５５条条条条  事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっと

り、子どもの読書活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する

書籍等の提供に努めるものとする。  

（保護者の役割）  

第第第第６６６６条条条条  父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書

活動の習慣化に積極的な役割を果たすものとする。  

（関係機関等との連携強化）  

第第第第７７７７条条条条  国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が

円滑に実施されるよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との

連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。 

（子ども読書活動推進基本計画）  

第第第第８８８８条条条条  政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画

的な推進を図るため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以

下「子ども読書活動推進基本計画」という。）を策定しなければならない。  

２２２２     政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく  

これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。  

３３３３     前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。  

（都道府県子ども読書活動推進計画等）  

第第第第９９９９条条条条  都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、

当該都道府県における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都

道府県における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（以

下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めな

ければならない。  

２２２２     市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推

進計画が策定されているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府

県子ども読書活動推進計画）を基本とするとともに、当該市町村における
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子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村における子どもの

読書活動の推進に関する施策についての計画（以下「市町村子ども読書活

動推進計画」という。）を策定するよう努めなければならない。  

３３３３     都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村

子ども読書活動推進計画を策定したときは、これを公表しなければならな

い。  

４４４４     前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読

書活動推進計画の変更について準用する。  

（子ども読書の日）  

第第第第１０１０１０１０条条条条  国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深

めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ど

も読書の日を設ける。  

２２２２     子ども読書の日は、４月２３日とする。  

３３３３     国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実

施するよう努めなければならない。  

（財政上の措置等）  

第第第第１１１１１１１１条条条条  国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策

を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるも

のとする。 

  

   附附附附    則則則則  

 この法律は、公布の日から施行する。 
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○衆議院文部科学委員会における附帯決議 

政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。 

1111 本法は、子どもの自主的な読書活動が推進されるよう必要な施策を講

じて環境を整備していくものであり、行政が不当に干渉することのない

ようにすること。 

２２２２ 民意を反映し、子ども読書活動推進基本計画を速やかに策定し、子ど

もの読書活動の推進に関する施策の確立とその具体化に努めること。 

３３３３    子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において、本と親しみ、本を楽

しむことができる環境づくりのため、学校図書館、公共図書館等の整備

充実に努めること。    

４４４４    学校図書館、公共図書館等が図書を購入するに当たっては、その自主

性を尊重すること。    

５５５５    子どもの健やかな成長に資する書籍等については、事業者がそれぞれ

の自主的判断に基づき提供に努めるようにすること。    

６６６６    国及び地方公共団体が実施する子ども読書の日の趣旨にふさわしい

事業への子どもの参加については、その自主性を尊重すること。    
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白石町内図書館・図書室白石町内図書館・図書室白石町内図書館・図書室白石町内図書館・図書室    

白石町楽習館白石町楽習館白石町楽習館白石町楽習館    

所在地   〒849-1112 佐賀県杵島郡白石町大字福田 1312 番地 1 

利用時間  

  

  

4 月～9 月  午前 10 時～午後 6 時まで 

10 月～3 月  午前 10 時～午後 5 時まで 

ただし、土曜日・日曜日は午前 10 時～午後 5 時まで 

休館日  
毎週月曜・祝日（その日が月曜日に当たる時はその翌日） 

8 月 13 日～15 日  12 月 28 日～1 月 4 日 

蔵書冊数  
平成 26 年度 13,800 冊 郷土資料 54 冊 視聴覚資料 ビデオ 181

点 ＤＶＤ13 点 

ブックﾎﾞｯｸｽの貸出を白石４地区の保育園に２月に１回、30 冊貸出をしている。                                                             

ゆうあい文庫  150 冊 偶数月に入替をしている。 

ケーブルテレビでの楽習館の紹介、特設コーナー、新刊図書の紹介を行っている。 

今後、幼児期から多くの本と触れ合うことが出来るよう、児童向けの紙芝居、絵本など

読み聞かせ用の本などの充実をさせたい。 

 

有明公民館図書室有明公民館図書室有明公民館図書室有明公民館図書室  

所在地  〒849-1204 佐賀県杵島郡白石町大字坂田 275 番地 1 

利用時間   午前 8 時 30 分から午後 10 時まで 

休館日  12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで 

蔵書冊数  
平成 26 年度 7,444 冊 郷土資料 100 冊 視聴覚資料 

無 

ゆうあい文庫  100 冊 奇数月に入替をしている。 

有明地域の方にとっては、家から近い。古いがあらゆるジャンルの本が揃っている。 

座席数は 10 席で少ないが比較的落ち着いた雰囲気があり、夏休みやテスト期間中

の利用も多い。 
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ゆうあい図書館ゆうあい図書館ゆうあい図書館ゆうあい図書館    

所在地   〒849-0401 佐賀県杵島郡白石町大字福富 3535 番地 1 

利用時間  

4 月～9 月  午前 10 時～午後 8 時まで 

10 月～3 月  午前 10 時～午後 7 時まで 

ただし、土曜日・日曜日・祝日は午前 10 時～午後 5 時まで 

休館日  
毎週月曜・最終木曜日・特別整理日 

祝日（こどもの日・海の日・文化の日を除く） 12 月 28 日～1 月 4 日 

蔵書冊数  平成 26 年度 47,737 冊 郷土資料 514 冊 視聴覚資料 1,941 点  

貸出点数 図書・雑誌 5 点 視聴覚資料  2 点  

団体貸出 本 10 点  紙芝居 5 点 1 か月以内 

毎月第 2・第 4 土曜日お話会 14：30～・毎月ゆうあい教室・こどもまつり・図書館まつり  

    

白石町内白石町内白石町内白石町内    読み聞かせｸﾞﾙｰﾌﾟ読み聞かせｸﾞﾙｰﾌﾟ読み聞かせｸﾞﾙｰﾌﾟ読み聞かせｸﾞﾙｰﾌﾟ等等等等一覧一覧一覧一覧    

  ｸﾞ ﾙ ｰ ﾌﾟ 名  活 動 内 容 

1 白石小学校親と子の読書会  読み聞かせ 

2 六角小学校親と子の読書会  読み聞かせ 

3 須古小学校親と子の読書会  読み聞かせ 

4 有明東小学校親と子の読書会  読み聞かせ 

5 お話会「ありあけ」  読み聞かせ・人形劇 

6 有明東小学校朗読ボランティア  「もこもこ」  読み聞かせ 

7 ラベンダー会  読み聞かせ 

8 やよい会  読み聞かせ 

9 お話会「ムッピー」  読み聞かせ 

10 めぐりえ  読み聞かせ 

11 ブックトークひまわり  読み聞かせ 

上記読み聞かせグループ上記読み聞かせグループ上記読み聞かせグループ上記読み聞かせグループ等等等等へのお問い合わせはゆうあい図書館まで連絡をお願いいたしへのお問い合わせはゆうあい図書館まで連絡をお願いいたしへのお問い合わせはゆうあい図書館まで連絡をお願いいたしへのお問い合わせはゆうあい図書館まで連絡をお願いいたし

ます。（電話ます。（電話ます。（電話ます。（電話 0952095209520952----87878787----2171217121712171））））    
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町広報紙を活用した広報活動町広報紙を活用した広報活動町広報紙を活用した広報活動町広報紙を活用した広報活動    

 毎月、生涯学習課は町広報紙に図書館情報を掲載しています。 

また、ゆうあい図書館では、図書館だよりを４月・１０月に全戸配布し、７月・３月に小学生版

図書館便りを発行しています。 
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白石町白石町白石町白石町子ども読書活動推進計画子ども読書活動推進計画子ども読書活動推進計画子ども読書活動推進計画策定策定策定策定委員委員委員委員    
                     

項 団 体 名 氏  名  

１ 
白石町図書館教育部会 

（会長 白石小学校長） 

宮山 健 

秋山 博 

平成２６年度 

平成２７年度 

２ 社会教育委員代表 大串 京子  

３ 
福富小学校ＰＴＡ役員 

（小学校ＰＴＡ代表） 

野中 優美 

永江 竜一 

平成２６年度 

平成２７年度 

４ 
有明中学校ＰＴＡ会長 

（中学校ＰＴＡ代表） 

藤原 録郎 

樋口 孝幸 

平成２６年度 

平成２７年度 

５ 
ブックトーク「ひまわり」 

（読み聞かせ団体代表） 
大隈 順子  

６ 
おはなし会「ありあけ」 

（読み聞かせ団体代表） 
片渕 直美  

７ 
鹿島市民図書館長 

（学識） 
野﨑 千代美  

                 （白石町図書館運営協議会委員兼務） 

期間 平成 26年度~平成 27年度 
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読書は心の栄養 

 
読書活動は子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め

想像力を豊かなものにし、人生を深く生きる力を身につけていく

上で欠くことの出来ないものである。 

 

読書に期待される効果についてのカテゴリー 

 心理的側面 学力的側面 

長 期 〈心の成長〉 

・感受性を育む 

・自己形成 

・耐性力向上 

・他者への共感 

 

〈学力の向上〉 

・思考力を身につける 

・想像力を身につける 

・読解力向上 

・表現力を高める 

・知識を得る 

短 期 〈心の癒し〉 

・改善 

・安定 

〈学習意欲の向上〉 

・集中力 

・好奇心 

出典：鈴木 佳苗(2012).読書の意義と効果 社会教育 2012年 11月号,no.797.14・19. 

 

   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


